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参考資料１（感染予防対策に関連したマスク着用について） 

<5類に移行後の対策の変更点> 

●マスク着用は、個人の判断で行う。着用が望ましい場面は以下の通りとされている。 

 

① 高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な下記の場面では、

マスクの着用を推奨する。 

(ア) 医療機関受診時 

(イ) 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問

時 

(ウ) 通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス（概ね全員の着席が可能であるもの（新幹線、通勤

ライナー、高速バス、貸切バス等）を除く。）に乗車する時（当面の取扱）。 

② 新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時は、感染から

自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的である。 

③ 症状がある方、新型コロナ検査陽性の方、同居家族に陽性者がいる方は、周囲の方に感染を広

げないため、外出を控える。通院等やむを得ず外出をする時には、人混みは避け、マスクを着用す

る。 

④ 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者につい

ては、勤務中のマスクの着用を推奨する。 

 

 マスクの着用は個人の判断に委ねられるものであるが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等に

より、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される。 

 

 

●「マスクの着用」の考え方の適用に当たっては、以下の点に留意する。 

 

① マスクを着用するかどうかは、個人の判断に委ねることを基本とし、本人の意思に反してマスクの着

脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重する。 

② 子供については、すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要であり、保育所等

に対してもマスク着用の考え方の周知されている。 

③ 感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかける

など、より強い感染対策を求めることがあり得る。ただし、そのような場合においても、子供のマスクの

着用については、健康面等への影響も懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の

子供の体調に十分注意する必要がある。 
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● 「マスクの着用」の考え方の適用後であっても、基本的な感染対策は重要であり、政府は、引き続

き、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等の励行は推奨

されている。 

 

● 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更された以降は、本方針及び業種別ガイ

ドラインは廃止となり、個人及び事業者は自主的な感染対策に取り組むこととなる。政府からは、感染症

法上の位置づけ変更後も、自主的な感染対策について必要となる情報提供を行うなど、個人及び事業

者の取組みを支援していく、という見解が示されている。 

 

 

参照資料 

●新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針；令和3年 11月 19 日（令和 5年 2月 10

日変更） 

 ＜ https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20230210.pdf  ＞ 

 

●新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（令和5年 2月 10日）（新旧対照

表） 

 ＜ https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20230210.pdf ＞ 
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